
時　間 場　　所

９月　２日 (火) 午前9時30分 本会議 開会、議案上程、議案説明 議場

９月　５日 (金) 午前9時30分 本会議 市政に対する一般質問 議場

９月　９日 (火) 午前9時30分 本会議 市政に対する一般質問 議場

午前9時30分 本会議
議案に対する質疑、決算・予算特別委員会設置、
委員会付託

議場

本会議休憩中
決算特別
委員会

開会、正副委員長の互選、議案説明、質疑、分科
会分担付託

議場

決算特別委員会
終了後

本会議 決算特別委員会正副委員長の互選結果報告 議場

本会議
終了後

予算特別
委員会

開会、議案説明、質疑、分科会分担付託 議場

予算特別委員会
終了後

委員会・
分科会

（総務産業）

付託案件審査 議会会議室

９月１１日 (木) 午前9時30分

委員会・
分科会

（総務産業、
厚生文教）

付託案件審査 議会会議室

９月１２日 (金) 午前9時30分

委員会・
分科会

（総務産業、
厚生文教）

付託案件審査 議会会議室

９月１６日 (火) 午前9時30分
委員会・
分科会

（厚生文教）

付託案件審査 議会会議室

午前9時30分
決算特別
委員会

分科会委員長報告、質疑・討論・採決、閉会 議場

決算特別委員会
終了後

予算特別
委員会

分科会委員長報告、質疑・討論・採決、閉会 議場

予算特別委員会
終了後

本会議 議案上程、委員長報告、質疑・討論・採決、閉会 議場

 　制限時間前に質問答弁を終えた場合は、次の質問者の開始時間が繰り上がります。

 1. 各日程の終了時間は、当日の質疑等状況によりますのでご了承ください。

 2. 会議中に休憩を設ける場合があります。なお、昼食休憩後の再開は、原則として午後1時の見込みです。

 3. 一般質問は、質問者1人につき制限時間60分で質問答弁が行われます。各質問者の開始時間は詳細には決まっていません
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９月１０日 (水)

(水)


